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１ 目的                              

   空調設備の法定耐用年数は一般的に１０～１５年とされているが、諫早市西諫

早公民館（以下「西諫早公民館」という。）は、昭和５３年開館で開館当初の空調

設備のため４６年が経過している。また、諫早市田結公民館（以下「田結公民館」

という。）は、昭和６１年開館で空調設備は平成１２年に改修し、２４年が経過し

ている。両館とも空調設備の老朽化により故障が多く発生しているとともに、修

繕に係る部品がない事態も発生しているため、空調設備改修が課題となっている。 

   そこで、西諫早公民館及び田結公民館の空調設備改修にあたり、維持管理を含

めた賃貸借契約を採用することにより、初期導入費用の軽減、費用の平準化を図

るため諫早市西諫早公民館及び田結公民館空調機賃貸借（以下「本業務」という。）

を実施する。 

   ついては、本業務の実施にあたって、公募型プロポーザル（以下「本プロポー

ザル」という。）を実施し、西諫早公民館及び田結公民館空調設備の改修、保守・

維持管理に関する事業者からの提案を受けて、本事業にとって最も優れていると

考えられている提案を選定するため、本募集を実施するものである。 

 審査の結果、最も優れている提案を行った応募者（以下「契約候補者」という）

は、諫早市と契約締結に向け協議を行い、合意に至った場合、賃貸借契約を締結

し本業務を実施する。 

 

２ 業務概要                            

（１）業務名 

諫早市西諫早公民館及び田結公民館空調機賃貸借 

 

（２）業務内容 

   別紙「諫早市西諫早公民館及び田結公民館空調機賃貸借仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり 

 

（３）対象施設 

   ・諫早市西諫早公民館（長崎県諫早市山川町１番地３） 

施 設：西諫早公民館、西諫早図書館、真津山出張所の機能が備わった 

複合施設 

   ・諫早市田結公民館（長崎県諫早市飯盛町里６４８番地３） 

施 設：田結公民館、田結出張所の機能が備わった複合施設 
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（４）事業者の選定方法 

   公募型プロポーザル方式 

 

（５）契約種別 

   長期継続契約（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３による） 

 

（６）賃貸借期間 

   令和７年３月１日から１０年間（１２０か月）とする。 

 

（７）委託上限額 

   総額 ６１，９３６，０００円（消費税及び地方消費税込） 

                 （１０年間の賃貸借総額） 

   本プロポーザルにおける提案時の見積額は、この金額を超えてはならない。た

だし、この金額は契約時の予定価格とは異なるものであることに留意すること。 

 

（８）事務局（各種書類の提出先、問い合わせ先） 

担 当 部 署 諫早市教育委員会生涯学習課 

所 在 地 〒８５４－８６０１ 

長崎県諫早市東小路町７番１号 

電 話 番 号 ０９５７－２２－１５００（内線３７３１） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９５７－２２－２８４０ 

電 子 メ ー ル gakushu@city.isahaya.nagasaki.jp 

 ※市が配布する設計図等に記載のある設計事務所等に問い合わせないこと。 

 

３ 参加者の構成                          

①  本プロポーザルの参加者（以下「参加者」という。）は、本業務の的確性及び

効率性を確保するため空調設備改修業務及び空調設備賃貸借事業のいずれかを

官公庁から受注した実績又は契約予定（契約締結済）のある他の事業者（以下

「協力事業者」という。）に業務の一部を再委託し、役割を分担して業務を遂行

することができる。 

 ② 参加者と協力事業者とで応募する場合は、別に定める「協力事業者一覧」を提

出し、参加者及び協力事業者の役割を明確にすること。 

 ③ 協力事業者は、当該事業者単体又は他の参加者の協力事業者として、本プロポ

ーザルに参加することができない。 
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 ④ 協力事業者についても、「４ 参加資格要件」記載の要件を満たすものとする。 

 ⑤ なお、参加者は、協力事業者に本業務の全部を委託してはならない。 

 

４ 参加資格要件                          

  参加者及び協力事業者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。 

（１） 参加者及び協力事業者は、県内若しくは九州内に本社（本店）、支社（支店）、

営業所等を有すること。 

 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しないこと。 

 

（３） 参加申し込み時点から契約締結までの間において、本市から指名停止の措置

を受けている者でないこと。 

 

（４） 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条又は第６４４条の規定に基づ

く清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第

１９条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされた者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者（会社再生法又は民事再生法の規定に基づく

更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後、更生計画又は再生計画の認可が

決定された者を除く。）でないこと。 

 

（５） 諫早市暴力団排除条例（平成２４年条例第２０号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。 

 

（６） 空調設備改修業務及び空調設備賃貸借事業のいずれかを官公庁から受注した

実績（契約予定を含む）を有している者であること。 

 

５ 参加方法                             

  参加者は、以下の方法により参加申込書等を提出すること。 

 

（１）提出書類 

   ① 公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 
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② 参加資格に関する申立書（様式第２号） 

③ 協力事業者一覧（様式第３号）※協力事業者がある場合のみ提出 

④ 企業概要書（様式第４号） 

⑤ 企業概要が分かるパンフレット等 

⑥ 受注実績調書（様式第５号） 

⑦ 商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は代表者の身分証明書（個人事業

者の場合）※提出日３か月以内に発行されたものに限る。 

⑧ 役員名簿（任意様式） 

⑨ 直近１事業年度の決算報告書、損益計算書、貸借対照表の写し 

※④～⑨は、協力事業者についても提出すること。 

 

（２）提出部数  各１部 

 

（３）提出期限  令和６年５月２０日（月）午後５時まで 必着 

 

（４）提出方法 

持参又は郵送（提出期限必着） 

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時 

までとする。 

※郵送の場合には、事前に事務局に電話連絡を行うこと。 

 

（５）結果通知 

参加資格の審査結果については、令和６年５月２３日（木）までに、参加申込

を行った全ての事業者に対してメールで通知する。 

 

６ 質疑・回答                          

  質疑は次の方法によるものとし、電話や口頭での質問は受け付けない。 

 

（１）提出書類  質問書（様式第６号） 

 

（２）提出方法 

   電子メールに限る。 

   電子メールアドレス：gakushu@city.isahaya.nagasaki.jp 

   ※件名は次のとおりとすること。 
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    件名：【空調設備改修_質問】事業者名 

   ※電子メールの到達を事務局に電話で確認すること。 

 

（３）提出期限  令和６年５月１０日（金）午後５時まで 

 

（４）回答 

   令和６年５月１６日（木）までに、諫早市公式ホームページ「生涯学習課」の

ページに掲載する。 

 

７ 企画提案書等の提出                       

    「５ 参加方法（５）結果通知」により参加資格審査結果通知を受け、資格を有

することを認められた参加者は、次に定めるところにより企画提案書等を作成し、

事務局に提出するものとする。 

 

（１）企画提案内容 

仕様書に記載する内容について、次の視点を考慮し、企画提案を行うこと。 

提案内容 求める視点 

１ 業務実施体制について ・業務の円滑かつ確実な実施にあたり、協力事業

者も含め、十分な規模と体制を有しているか。 

・協力事業者も含め、空調設備賃貸借業務につい

て、十分な実績を有しているか。 

・参加者・協力事業者が、県内若しくは九州内に

本社（本店）、支社（支店）、営業所等を有して

いるか。 

２ 改修作業の体制につい 

 て 

・適切な工程計画となっているか。 

・作業管理体制が通常時・緊急時とも明確になっ

ているか。 

・市の業務や公民館利用者、貸館停止期間につい

て、配慮が十分であるか。 

・廃棄物の処理・再利用計画が具体的にされてい

るか。 

・市内業者（諫早市内に本社を有する業者）の活

用に十分配慮しているか。 

３ 空調設備について ・館内外の景観や将来の維持管理及び環境負荷を
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考慮した製品か。また、機器能力が設計図と同

等かそれ以上か。 

４ 維持管理に対する配慮

について 

・賃貸借契約期間中の機能維持保証（無償修理・

交換）があるか。また偶発的な要因による故障

時への配慮がなされているか。 

・賃貸借契約期間中において、市内業者（諫早市

内に本社を有する業者）を含めた迅速な故障復

旧体制が構築されているか。 

・賃貸借期間終了後の維持管理に係る提案がある

か。 

５ 独自提案 ・その他、本業務に係る独自の提案がなされてい

るか。 

６ 見積金額 ・提案内容に対して見積金額は適正か。 

 

（２）提出書類 

提出書類 提出部数等 

（１）企画提案書提出届（様式第７号） 提出部数：１部 

（２）企画提案書（任意様式） 提出部数：正本１部、副本９部 

（３）業務実施体制（様式第８号） １部 

（４）業務工程表（任意様式） １部 

（５）提案見積書（様式第９号） １部 

※内訳書（任意様式）を添付すること。 

（６）企画提案書作成に係る留意事項 

①表紙に「諫早市西諫早公民館及び田結公民館空調機賃貸借企画提案書」と

記載すること。 

 ②用紙は、Ａ４（縦）又はＡ３（横 ※Ａ４縦型サイズに蛇腹折り）とし、

横書きとする。 

 ③片面カラー印刷とし、Ａ４とＡ３併せて２０ページ以内とする。また、各

ページにページ番号を付すこと。なお、表紙及び目次は、制限枚数に含め

ない。 

 ④記載する文字の大きさや書体は指定しないが、見やすいものとすること。 

 

（３）提出期限 

   令和６年６月１８日（火） 
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（４）提出方法 

土曜、日曜及び祝日を除く日の午前９時から午後５時の間に事務局まで持参す

ること。ただし、やむを得ない事情により直接来庁できない場合は、郵送での提

出受付も可とするので、事務局まで事前に電話連絡を行うこと。 

 

（５）現地確認 

  ①企画提案書の提出にあたり、現地確認を希望する参加者は、令和６年４月２３

日（火）までに、現地見学申込書（様式第１０号）を事務局へ電子メール又は

持参すること。※電子メールの場合は、到達を電話で確認すること。 

②現地確認の日時は、令和６年４月２４日（水）から令和６年４月２６日（金） 

とし、市が指定する時間とする。 

  ③現地確認に参加できる人数は、１参加者あたり５人までとする。 

  ④現地確認の際、質疑は受け付けない。質疑がある場合は、「６ 質疑・回答」に

基づき行うこと。 

 

（６）その他 

   企画提案書等の提出は、１参加者につき１提案までとする。 

 

８ 審査                              

（１）審査主体 

本プロポーザルの審査は、諫早市西諫早公民館及び田結公民館空調機賃貸借プロ

ポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）において行う。 

 

（２）審査対象 

  審査は、参加者の提案（企画提案書及びプレゼンテーション）及びプレゼンテー 

ションの際における質疑応答の内容について行う。なお、提案者が１者のみの場合 

も審査を行う。 

 

（３）プレゼンテーションの実施 

① 実施予定日 令和６年６月２８日（金） 

② 実 施 場 所 諫早市役所本庁舎内 

③ 出 席 者 １提案者５名以内とする。 

④ 持 ち 時 間 ３０分以内（うちプレゼンテーションの時間２０分以 

内、質疑応答１０分程度。） 



- 8 - 

 

（４）審査項目、評価及び配点 
 

評価項目 評価内容 配点 

１ 
業務実施

体制につ

いて 

業務の円滑かつ確実な実施にあたり、協力事業者も

含め、十分な規模と体制を有しているか。 20 

２ 
協力事業者も含め、空調設備賃貸借業務について、

十分な実績を有しているか。 
20 

３ 

参加者・協力事業者が、県内若しくは九州内に本社

（本店）、支社（支店）、営業所等を有しているか。 

※参加者・協力事業者いずれも県内×１．０ 

 参加者・協力事業者いずれかが県内×０．８ 

 参加者・協力事業者いずれも九州内×０．５ 

20 

４ 
改修作業

の体制に

ついて 

適切な工程計画となっているか。 
30 

５ 
作業管理体制が通常時・緊急時とも明確になってい

るか。 
20 

６ 
市の業務や公民館利用者、貸館停止期間について、

配慮が十分であるか。 
30 

７ 
廃棄物の処理・再利用計画が具体的にされている

か。 
10 

８ 
市内業者（諫早市内に本社を有する業者）の活用に

十分配慮しているか。 
30 

９ 

空調設備

について 

館内外の景観や将来の維持管理及び環境負荷を考

慮した製品か。また、機器能力が設計図と同等かそ

れ以上か。 

30 

10 

維持管理

に対する

配慮につ

いて 

賃貸借契約期間中の機能維持保証（無償修理・交換）

があるか。また偶発的な要因による故障時への配慮

がなされているか 

20 

11 

賃貸借契約期間中において、市内業者（諫早市内に

本社を有する業者）を含めた迅速な故障復旧体制が

構築されているか 

30 

12 賃貸借期間終了後の維持管理に係る提案があるか 10 

13 
独自提案 その他、本業務に係る独自の提案がなされている

か。 
30 
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14 

見積金額 ※価格点の算定式 

満点（３０点）✕各提案者の見積額のうち最低の額

÷自社の見積額（小数点以下切捨） 

30 

合  計 330点 

※審査項目の評価方法は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階評価とし、項目ごとの配

点に評価に応じて評点を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）合計点の算出 

各項目の評点は、各選定委員が個別に採点した評点の平均値とし、その合計 

点を算出する。 

 

（６）最低基準点 

  ①最低基準点は、満点（３３０点）の５割とする。このため、合計点が１６５点

未満の提案は選外とする。 

  ②なお、審査項目を審査した結果、Ｅ評価が１つでもあった場合は選外とする。 

 

（７）契約候補者の選定 

① 契約候補者の選定 

    選定委員会において、評価の合計点が最も高い参加者を契約候補者として選

定する。合計点が同点となった場合は、提案見積書における費用の見積額が低

い方を上位とする。また、見積額も同額の場合は、くじにより選定する。 

② 次点契約候補者の選定 

    契約候補者の企画提案参加資格が取り消された場合は、次に合計点が高い参

加者を繰り上げるものとする。 

 

 

評 価 評 点 

Ａ（たいへん優れている） 項目の配点×１．０ 

Ｂ（優れている） 項目の配点×０．８ 

Ｃ（普通） 項目の配点×０．５ 

Ｄ（やや劣っている） 項目の配点×０．３ 

Ｅ（著しく劣っている） 項目の配点×０．１ 

※合計点の小数点以下は四捨五入 
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（８）審査結果通知 

本プロポーザルの選定結果は、企画提案を行った全ての参加者に書面により通

知する。なお、選定結果に対する問合せは、受け付けない。また、異議申立てに

ついても認めない。 

 

（９）その他 

参加申込を行った事業者が１者であっても審査を実施する。なお、評価点が最

低基準点に満たない場合には契約候補者の選定は行わない。 

 

９ 契約締結                            

① 契約候補者と本市との間で、業務内容、契約金額、契約条件等について協議及

び調整を行い、地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約を締結す

るものとする。 

 

② 契約候補者と本市との間で上記の協議及び調整が整わなかったときは、次点契

約候補者と契約に向けた協議及び調整を行い、地方自治法第２３４条の３の規定

に基づく長期継続契約を締結するものとする。 

 

③ 本契約は、地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約であるため、

本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額

又は確保できなかった場合は、市はこの契約を変更又は解除することができる。 

 

１０ スケジュール                          

 

内 容 期 間 

１ 公告・実施要領等の公表 令和６年４月１９日（金） 

２ 質問受付期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年５月１０日

（金）必着 

３ 質問回答予定 令和６年５月１６日（木）ホームページ公開 

４ 参加資格に関する 

申立書等受付期間 

令和６年４月１９日（金）～令和６年５月２０日

（月）必着 

５ 参加資格審査結果通知 令和６年５月２３日（木）メールにて通知 

６ 企画提案書等提出期限 令和６年６月１８日（火）必着 

７ プレゼンテーション実施 令和６年６月２８日（金） 
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８ 審査結果通知予定 令和６年７月 ３日（水） 

９ 契約締結 令和６年７月中旬 

１０ 改修作業計画書作成 令和６年７月中旬 

※各日程については、変更が生じる場合もあるので注意すること。 

 

１１ 企画提案参加資格の取消し                    

  次のいずれかの事由に該当した場合は、企画提案参加資格を取消し、提出された

企画提案書等は無効とする。 

 

①参加申込以降に、本実施要領による参加資格を満たさないこととなった場合。 

②提出書類に記載すべき事項が記載されていない、又は記載内容が虚偽であった 

場合。 

 ③誤字又は脱字等により意思表示が不明確であった場合。 

 ④その他実施要領等において示した条件等が参加に関する条件に違反した場合。 

⑤本実施要領に定める以外の方法で、本プロポーザル期間中に選定委員会委員又 

は関係職員に本案件に関する援助を求める等の接触を行った場合。 

⑥上記各号に該当するほか、本プロポーザルの中で著しく信義に反するものと選 

定委員会が認めた場合。 

 

１２ その他の留意事項                        

①提出書類については、選定後においても返却しないものとする。 

 ②提出書類の提出期限後の変更及び再提出は認めない。 

 ③提出書類作成等、参加に際して要した費用は、参加者の負担とする。 

 ④提出書類は、選定以外の目的で提出者に無断で使用しない。また、公平性、透明 

性及び客観性を期するために公表することがある。 

 ⑤参加申込以降に辞退する場合は、書面により辞退届（任意様式）を提出すること。 

この場合において、辞退届には、社名及び代表者名を記載し押印のうえ提出する 

こと。 

 ⑥辞退により、今後、不利益な取扱いを受けることはない。 

 ⑦別紙「西諫早公民館空調設計図」及び「田結公民館空調設計図」については、本 

市事務局に別途請求すること。 

 ⑧本要領に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 


